
昨今、太陽光発電事業などの違法開発行為が散見される中、釧路
市北斗の太陽光発電事業において、森林を開発する際に必要な許
可を得ずに開発行為が行われるなど、極めて遺憾と言わざるを得な
い事案が発生しました。

こうしたことは、未来に引き継ぐべき本道の豊かな自然や優れた景
観が脅かされるなど、道民の皆様にとって、様々な不安や懸念を生じ
させる事態であります。関係法令の遵守は絶対です。

豊かな自然や景観、道民の皆様の安全で快適な暮らしが守られる
ことが最優先であり、違法な行為は絶対に許されるものではありませ
ん。法令違反には厳正に対処していきます。

北海道内で太陽光発電事業を検討する事業者の方々には、法令
遵守はもとより、自然環境や生活環境の保全をはじめ、景観や防災
対策、地域貢献など、地域の方々と十分に話し合い、その声に最大
限配慮いただくなど、「地域との共生」を第一に取り組んでいただくよ
うお願いします。

北海道は、地域と共生できない事業は望みません。地域との共生を
大前提に、環境と経済の好循環の実現に向け、良質な投資を促進し、
自然と調和して地域とともに歩む事業を応援してまいります。

令和７年１１月２１日
北海道知事 鈴木 直道

北海道内で太陽光発電事業を検討する、事業者の方々へ

北海道発 共生３原則

・関係法令の遵守は絶対
・法令違反には厳正に対処

・地域との共生が大前提

～ 北海道知事からのメッセージ ～

参考資料６



違法開発、違法建築に関する通報、情報提供はWEBサイトから

あなたのまちの違法開発や建築、見つけたらご連絡ください

ＵＲＬ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/anzensuisin/226255.html

各種支援制度

相談・お問い合わせ先・各種支援制度はWEBサイトでご確認ください

ＵＲＬ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/gxs/71093.html

ワンストップ相談窓口をご活用ください
省エネの促進や地域と共生する新エネの導入などのご相談にお応えします。

（関係する主な法律）

○公有地の拡大の推進に関する法律 ○道路法

○絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律 ○砂防法

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 ○消防法

○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 ○港湾法

○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 ○森林法

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ○農地法

○再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 ○景観法

○宅地造成及び特定盛土等規制法 ○環境影響評価法 ○海岸法

○特定都市河川浸水被害対策法 ○自然環境保全法 ○河川法

○重要土地等調査法 ○土壌汚染対策法 ○自然公園法

○国土利用計画法 ○地すべり等防止法 ○電気事業法

○文化財保護法

（関係する主な条例）

○北海道水資源の保全に関する条例 ○河川法施行条例

○北海道生物の多様性の保全等に関する条例 ○北海道漁港管理条例

○北海道環境影響評価条例 ○北海道立自然公園条例

○北海道自然環境等保全条例 ○北海道屋外広告物条例

通報

相談

地域と共生する６つの要件と規律強化の主な取組

１.関係法令等の遵守
〇 森林法や盛土規制法等の関係法令や、自治体の条例やガイドライン等の趣旨を
理解し、必要な手続きを行い、適用される基準を遵守する
〇 関係法令や条例の必要な手続き等は、あらかじめ国や道、関係市町村に確認や
相談を行う

２.地域住民の理解
〇 地域住民への説明会を開催し、一方的な説明だけではなく、地域住民や自治体
などの意見を聴き、適切なコミュニケーションを図る
〇 説明会の開催にあたっては、関係自治体と積極的に情報共有を図り、地域の実情や
懸念などを踏まえた内容とする
〇 地域住民に十分配慮して事業を実施し、地域への貢献も考慮しながら、誠実に
対応する

３.自然環境の保全
〇 地域にとって重要な動植物の保全にあたっては、専門的な知見が必要となるため、
専門家に相談し、詳細な調査や適切な対策を講じる
〇 事業区域内に重要な動植物の生息・生育地がある場合、事業の中止や区域の縮小
を検討するほか、土砂の流入の防止策などを講じる
〇 重要な動物の繁殖期など特に配慮が必要な時期は、工事時期を調整する

４.生活環境の保全
〇 発電設備等の稼働音による騒音、電磁波による電波障害、反射光による光害など、
生活環境に影響を与えないよう、適切な措置を講じるほか、事業終了後はリサイクル
等の適正処理を行う
〇 飲用などの水利用状況や水資源の保全に影響を及ぼすと考えられる区域は除外する

５.景観への配慮
〇 地域の良好な景観資源への近接を避け、展望地からの眺望に影響しないよう、配慮
や対策を講じる
〇 施設設置後のフォトモンタージュを作成することなどにより、眺望景観の変化の
程度を確認し、影響が懸念される場合は対策を講じる

６.防災対策の実施
〇 土砂流出又は地盤の崩落を防止する措置を講じる
○ 日常から維持管理を適切に行うとともに、管理責任者を明確にする
○ 計画的に設備の撤去等に係る費用を確保するとともに、事業終了後は、適切に維持
管理を行うとともに、可能な限り速やかに設備の撤去・処分を行う

※上記の取組は例示であり、関係法令等や地域の実情に応じた対応をお願いします。

ストップ！違法行為！

違法開発、違法建築に関し、通報、情報提供の窓口
『安心まちづくりホットライン』を開設しています


